
内
閣
府

○

令
第

号

法
務
省

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
資
金
移
動
業
履
行
保
証
金
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年

月

日

資
金
移
動
業
履
行
保
証
金
規
則

（
履
行
保
証
金
の
取
戻
し
）

第
一
条

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
履
行

保
証
金
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
同
項
に
規
定
す
る
債
券
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ

れ
る
国
債
（
以
下
「
振
替
国
債
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
供
託
し
た
者
又
は
そ

の
承
継
人
が
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
（
令
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
の
権
限
が
財
務
局
長
又
は
福
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岡
財
務
支
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
。
以
下
同
じ
。
）
の
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
一
に
従
い
、
そ
の
事
由
及
び
取
戻
し
を
し
よ
う
と
す
る
供
託
金
の
額
又
は
取
戻
し
を

し
よ
う
と
す
る
供
託
債
券
の
名
称
、
枚
数
及
び
総
額
面
そ
の
他
の
事
項
（
振
替
国
債
に
つ
い
て
は
、
そ
の
銘
柄
及
び
金
額
そ

の
他
の
事
項
）
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
に
よ
り
作
成
し
た
承
認
書
を
同
項
の
承
認
を
求
め
た
者
に
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
履
行
保
証
金
の
取
戻
し
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
三
に
よ
り
作
成
し
た

届
出
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
戻
し
が
内
渡
し
で
あ
る
と
き
は
、

供
託
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
法
務
省
令
第
二
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
内
渡
し
に
係
る
供
託
金
の
額
又

は
供
託
債
券
の
名
称
、
枚
数
、
総
額
面
及
び
券
面
額
（
振
替
国
債
に
つ
い
て
は
、
そ
の
銘
柄
及
び
金
額
）
に
関
す
る
事
項
に

つ
き
証
明
さ
れ
た
書
類
を
当
該
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
託
物
払
渡
請
求
書
の
添
付
書
類
）

第
二
条

履
行
保
証
金
の
取
戻
し
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
供
託
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
物
払
渡
請
求
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書
に
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
承
認
書
を
も
っ
て
足
り
る
。

（
履
行
保
証
金
の
保
管
替
え
等
）

第
三
条

金
銭
の
み
を
も
っ
て
履
行
保
証
金
を
供
託
し
て
い
る
者
は
、
当
該
履
行
保
証
金
に
係
る
資
金
移
動
業
者
（
法
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
本
店
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
外
国
資
金
移
動
業
者
で

あ
る
資
金
移
動
業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
在
地
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た

た
め
そ
の
最
寄
り
の
供
託
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
履
行
保
証
金
を
供
託
し
て
い
る
供
託
所
に
対
し
、
費

用
を
予
納
し
て
、
所
在
地
変
更
後
の
当
該
資
金
移
動
業
者
の
本
店
の
最
寄
り
の
供
託
所
へ
の
履
行
保
証
金
の
保
管
替
え
を
請

求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
債
券
又
は
そ
の
債
券
及
び
金
銭
を
も
っ
て
履
行
保
証
金
を
供
託
し
て
い
る
資
金
移
動

業
者
は
、
本
店
の
所
在
地
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
た
め
そ
の
最
寄
り
の
供
託
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

当
該
履
行
保
証
金
と
同
額
の
履
行
保
証
金
を
所
在
地
変
更
後
の
本
店
の
最
寄
り
の
供
託
所
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

資
金
移
動
業
者
は
、
前
項
の
供
託
を
し
た
と
き
は
、
所
在
地
変
更
前
の
本
店
の
最
寄
り
の
供
託
所
に
供
託
し
た
履
行
保
証

金
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
供
託
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
物
払
渡
請
求
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書
に
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
本
店
の
所
在
地
の
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
面
及
び
前
項
の
供
託
に
係
る
供
託
書
正
本
の
写
し

を
も
っ
て
足
り
る
。

４

第
一
項
の
保
管
替
え
を
請
求
し
た
者
又
は
第
二
項
の
供
託
を
行
っ
た
資
金
移
動
業
者
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
四
に
よ
り

作
成
し
た
届
出
書
に
供
託
規
則
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
供
託
書
正
本
の
写
し
又
は
第
二
項
の

供
託
に
係
る
供
託
書
正
本
の
写
し
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

金
融
庁
長
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
供
託
書
正
本
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
履
行
保
証
金
の
差
替
え
）

第
四
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
債
券
を
供
託
し
た
者
又
は
そ
の
承
継
人
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
債
券
に
代
わ
る
履
行
保
証
金
の
供
託
を
し
た
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
債
券
の
取
戻
し
の

承
認
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
に
よ
り
作
成
し
た
承
認
申
請
書
に
同
項
の
履
行
保

証
金
の
供
託
に
係
る
供
託
書
正
本
の
写
し
を
添
え
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
六
に
よ
り
作
成
し
た
承
認
書
を
同
項
の
承
認
を
求
め
た
者
に
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交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
取
戻
し
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
前
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
四
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
債
券
の
取
戻
し
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
七
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書

を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
利
の
実
行
の
申
立
て
の
手
続
）

第
五
条

令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
の
実
行
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
に
よ
り
作
成
し
た
申

立
書
に
当
該
申
立
て
に
係
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
権
の
申
出
の
手
続
）

第
六
条

法
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債
権
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
に
よ
り
作
成
し
た
申
出
書
に
当

該
申
出
に
係
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
配
当
表
）

第
七
条

令
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
の
調
査
の
た
め
、
金
融
庁
長
官
は
、
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
期
間
が
経
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過
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
仮
配
当
表
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
示
し
、
か
つ
、
当
該
権
利
の
調
査
に
係
る
資
金
移
動
業
を
行
う

資
金
移
動
業
者
（
当
該
資
金
移
動
業
者
が
法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
資
金
移
動
業
者
及
び
当
該
契
約
の
相
手
方
。
次
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
庁
長
官
は
、
資
金
移
動
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
資
金
移
動

業
者
へ
の
通
知
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
意
見
聴
取
会
）

第
八
条

令
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
の
調
査
の
手
続
は
、
金
融
庁
長
官
の
指
名
す
る
職
員
が
議
長
と
し
て
主
宰

す
る
意
見
聴
取
会
に
よ
っ
て
行
う
。

２

令
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
を
し
た
者
、
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
期
間
内
の
債
権
の
申
出
を
し
た
者
又

は
資
金
移
動
業
者
の
代
表
者
（
以
下
「
関
係
人
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
意
見
聴

取
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
本
人
が
署
名
押
印
し
た
口
述
書
を
提
出
し
て
、
意
見
聴
取
会
に
お
け
る
陳
述

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
参
考
人
へ
の
出
席
要
求
）

第
九
条

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
そ
の
他
参
考
人
に
対
し
、
意
見
聴
取
会
に
出
席
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
長
の
権
限
）

第
十
条

議
長
は
、
議
事
を
整
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
の
陳
述
又
は
証
拠
の
提
示
そ
の
他
必
要

な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
不
穏
な

言
動
を
す
る
者
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
延
期
又
は
続
行
）

第
十
一
条

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
会
を
延
期
し
、
又
は
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
議
長
は
、
次
回
の
期
日
及
び
場
所
を
定
め
、
こ
れ
を
公
示
し
、
か
つ
、
資
金
移
動
業
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
調
書
の
作
成
）

第
十
二
条

議
長
は
、
意
見
聴
取
会
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
調
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
署
名
押
印
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

意
見
聴
取
会
の
事
案
の
表
示

二

意
見
聴
取
会
の
期
日
及
び
場
所

三

議
長
の
職
名
及
び
氏
名

四

出
席
し
た
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所

五

そ
の
他
の
出
席
者
の
氏
名

六

陳
述
さ
れ
た
意
見
の
要
旨

七

口
述
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
口
述
書
の
要
旨

八

証
拠
が
提
示
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
証
拠
の
標
目

九

そ
の
他
議
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
調
書
の
閲
覧
）
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第
十
三
条

関
係
人
は
、
前
条
の
調
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
配
当
の
実
施
）

第
十
四
条

資
金
移
動
業
者
に
係
る
履
行
保
証
金
の
う
ち
に
、
当
該
資
金
移
動
業
者
と
法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
第
一

項
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
が
法
第
四
十
六
条
の
命
令
に
基
づ
き
供
託
し
た
履
行
保
証
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
金
融
庁
長

官
は
、
ま
ず
当
該
資
金
移
動
業
者
が
供
託
し
た
履
行
保
証
金
に
つ
き
配
当
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
配
当
の
手
続
等
）

第
十
五
条

金
融
庁
長
官
は
、
配
当
の
実
施
の
た
め
、
供
託
規
則
第
二
十
七
号
書
式
、
第
二
十
八
号
書
式
又
は
第
二
十
八
号
の

二
書
式
に
よ
り
作
成
し
た
支
払
委
託
書
を
供
託
所
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
配
当
を
受
け
る
べ
き
者
に
同
規
則
第
二
十
九
号

書
式
に
よ
り
作
成
し
た
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
手
続
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
に
よ
り
作
成
し
た
通
知
書
に
、
支
払
委
託
書
の
写
し
を
添
付

し
て
、
資
金
移
動
業
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
金
移
動
業
者
の
所
在
を
確
知
で
き
な
い
と
き
は
、
公

示
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

金
融
庁
長
官
は
、
令
第
十
九
条
第
九
項
に
規
定
す
る
費
用
の
額
に
つ
き
履
行
保
証
金
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

-9-



、
当
該
費
用
の
額
を
記
載
し
た
供
託
物
払
渡
請
求
書
二
通
を
供
託
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
券
の
換
価
）

第
十
六
条

金
融
庁
長
官
は
、
令
第
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
債
券
を
換
価
す
る
た
め
そ
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
供
託
物
払
渡
請
求
書
二
通
を
供
託
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
庁
長
官
は
、
債
券
を
換
価
し
た
と
き
は
、
換
価
代
金
か
ら
換
価
の
費
用
を
控
除
し
た
額
を
、
当
該
債
券
に
代
わ
る
履

行
保
証
金
と
し
て
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
供
託
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
た
債
券
を
供
託
し
た
資
金
移
動
業
者
が

供
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

金
融
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
前
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
払
金
の
支
払
手
続
等
）

第
十
七
条

金
融
庁
長
官
は
、
令
第
十
九
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
仮
払
金
の
支
払
を
す
る
と
き
は
、
当
該
支
払
の
実
施
の
た

め
、
供
託
規
則
第
二
十
七
号
書
式
、
第
二
十
八
号
書
式
又
は
第
二
十
八
号
の
二
書
式
に
よ
り
作
成
し
た
支
払
委
託
書
を
供
託
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所
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
支
払
を
受
け
る
べ
き
者
に
同
規
則
第
二
十
九
号
書
式
に
よ
り
作
成
し
た
証
明
書
を
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
手
続
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
に
よ
り
作
成
し
た
通
知
書
に
、
支
払
委
託
書
の
写
し
を
添
付

し
て
、
資
金
移
動
業
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
金
移
動
業
者
の
所
在
を
確
知
で
き
な
い
と
き
は
、
公

示
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

令
第
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書
に
同
条
第

十
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
等
）

第
十
八
条

法
第
五
十
九
条
第
二
項
並
び
に
令
第
十
九
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
並
び
に
第
七
条
第
一
項
、

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
供
託
規
則
の
適
用
）

第
十
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
履
行
保
証
金
の
供
託
及
び
払
渡
し
に
つ
い
て
は
、
供
託
規
則
の
手
続
に
よ
る
。

（
標
準
処
理
期
間
）
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第
二
十
条

金
融
庁
長
官
は
、
令
又
は
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
二
十

日
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
二
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第１（第１条第１項） 

 

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

 登 録 番 号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住    所  

電話番号（  ）  － 

商    号 

代表者の氏名  印 

 

 

履 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 

 下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第17条第１項又は第２項の規定により履行保証金の取

戻しの承認を申請します。 

記 

１．取戻しの事由 

 

２．取戻しをしようとする供託物の内容（供託所名  ） 

イ．金銭の場合 

 

供 託 番 号 供 託 年 月 日 供 託 者 名 供 託 金 額 取 戻 申 請 金 額 

  円 円

  

 

ロ．振替国債以外の債券の場合 

 

供 託 番 号 名 称 回 記 号 番号 枚数 券 面 額 総 額 面 評 価 額

  円 円 円

  

 

ハ．振替国債の場合 

 

供 託 番 号 銘 柄 金 額 評 価 額 

 円 円

 

 

３．その他参考となる事項 
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（日本工業規格Ａ４） 

様式第２（第１条第２項） 

 

履 行 保 証 金 取 戻 承 認 書 

 

 

１．払渡しを受ける供託者の氏名、商号又は名称及び住所 

 

   

 

２．払渡しを受ける供託物の内容 (供託所名      ） 

 

  イ. 金銭の場合 

 

供託番号 

 

 

供 託 金 額 

 

 

供 託 者 名 

 

 

取戻承認金額 

 

 
        円

 

 
       円

   

ロ. 振替国債以外の債券の場合 

 

供 託 番 号 

 

 

  名    称 

 

 

枚 数

 

 

総  額  面 

 

 

  券 面 額 

 

 

回 記 号 

 

 

番    号 

 

       円     円  
 

 

 

  ハ. 振替国債の場合 

 

供 託 番 号 

 

 

銘         柄 

 

 

金        額 

 

 

 

 

 

 

                       円 

 

３．払渡しが受けられる期限 

 

上記のとおり承認します。 

 

年  月  日 

 

 

 

             

財務（支）局長         印 

 

  住 所 

 

  何 某  殿 
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第３（第１条第３項） 

  年  月  日 

 

財務（支）局長 殿 

 

登録番号 財務（支）局長 第 号 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住    所  

電話番号（  ）  － 

商    号  

代表者の氏名  印 

 

 

履 行 保 証 金 取 戻 届 出 書 

 

   年  月  日付で承認を受けた履行保証金の取戻しを行ったので資金移動業履行保証金規則

第１条第３項の規定により届け出ます。 

 

 

（記載上の注意） 

  取戻しが内渡しであるときは、当該内渡しに係る供託金の額等に関する事項につき証明された書類を添付

すること。 
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様式第４（第３条第４項） （日本工業規格Ａ４） 

  年  月  日 

 

財務（支）局長 殿 

 

登録番号   財務（支）局長 第  号 

（郵便番号  －  ） 

届出書 住  所 

電話番号（  ）  － 

商  号 

代表者の氏名 印 

 

 

履 行 保 証 金 の 保 管 替 届 出 書 

 

 下記のとおり、履行保証金の保管替えをしたので、資金移動業履行保証金規則第３条第４項の規定

により供託書正本の写しを添えて届け出ます。 

 

記 

１．主たる営業所の所在地及び供託所名 

（新） 

（旧） 

２．所在地変更年月日 
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第５（第４条第２項） 

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

申請者  登 録 番 号 財務（支）局長 第 号 

郵 便 番 号  

住    所  

電 話 番 号 （  ）  － 

商    号 

代表者の氏名  印 

 
 

履 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書 
 
 下記のとおり、資金移動業履行保証金規則第４条第１項の規定により供託債券の取戻しの承認を申

請します。 

記 

１．申請理由 

２．供託債券に代わる供託物の内容（供託所名  ） 

イ．金銭の場合 
 
供 託 番 号 供 託 金 額 

 円

 

 
ロ．振替国債以外の債券の場合 

 
供託番号 名 称 回 記 号 番号 枚数 券 面 額 総 額 面 評 価 率 評 価 額

  円 円 ％ 円

  

 
ハ．振替国債の場合 

 
供 託 番 号 銘 柄 金 額 評 価 率 評 価 額 

 円 ％ 円

 

 
３．取戻しをしようとする供託物の内容（供託所名  ） 

イ．振替国債以外の債券の場合 
 
供託番号 名 称 回 記 号 番号 枚数 券 面 額 総 額 面 評 価 率 評 価 額

  円 円 ％ 円

  

 
ロ．振替国債の場合 

 
供 託 番 号 銘 柄 金 額 評 価 率 評 価 額 

 円 ％ 円

 

 
４．その他参考となる事項 
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第６（第４条第３項） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 商    号 

代表者の氏名           殿 

 

 

                          財務（支）局長        印 

 

 

履 行 保 証 金 取 戻 承 認 書 

 

   年  月  日付けで申請のあった標記のことについては、下記のとおり承認したので通知し

ます。 

 

記 

 

取戻しをする供託債券の内容（供託所名     ） 

 

イ．振替国債以外の債券の場合 
 
供託番号 名 称 回 記 号 番号 枚数 券 面 額 総 額 面 評 価 額

  円 円 円

  

 
ロ．振替国債の場合 

 
供 託 番 号 銘 柄 金 額 評 価 額 

 円 円
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第７（第４条第５項） 

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

届出者  登 録 番 号 財務（支）局長 第 号 

郵 便 番 号  

住    所  

電 話 番 号 （  ）  － 

商    号 

代表者の氏名  印 

 

 

履 行 保 証 金 取 戻 届 出 書 

 

   年  月  日付で承認を受けた履行保証金の取戻しを行ったので、資金移動業履行保証金規

則第４条第５項の規定により届け出ます。 
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第８（第５条） 

 

申     立     書 

 

１．債権者の名称及び住所 

 

２．債権額 

 

３．債権発生の原因たる事実 

 

４．その他参考となる事項 

 

 

 上記のとおり、資金決済に関する法律施行令第19条第１項の規定により権利の実行の申立てをしま

す。 

 

  年  月  日 

 

住    所  

氏    名  印 

（名称及び代表者の役職氏名） 

 

財務（支）局長 殿 
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第９（第６条） 

申     出     書 

 

１．債権者の名称及び住所 

 

２．債権額 

 

３．債権発生の原因たる事実 

 

４．その他参考となる事項 

 

 上記のとおり、資金決済に関する法律第59条第２項の規定により債権の申出をします。 

 

  年  月  日 

 

住  所 

氏  名 印 

（名称及び代表者の役職氏名） 

 

財務（支）局長  殿 
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第10（第15条第２項） 

通     知     書 

 

 

  支払委託書のとおり供託物の配当をしたため、通知します。 

 

 

        年  月  日 

 

財務（支）局長  印 

 

住所 

 何 某殿 
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 （日本工業規格Ａ４） 

様式第11（第17条） 

  年  月  日 

 

財務（支）局長 殿 

 

 

住    所  

氏    名  印 

（名称及び代表者の役職氏名） 

 

 

 

仮払金支払請求書 

 

 

 資金決済に関する法律施行令第19条第12項の規定により仮払金の支払を請求します。 
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